
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

一

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の

政
令
で
定
め
る
卵
及
び
種
子
と
し
て
、
タ
カ
ネ
キ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
赤
石
山
脈
亜
種
等
の
卵
及
び
ユ
ズ
リ
ハ
ワ
ダ
ン
等
の
種
子

を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
関
係
）

二

法
第
四
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
、
タ
カ
ネ
キ
マ
ダ
ラ
セ
セ
リ
赤
石
山
脈
亜
種
等
を

追
加
等
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
一
関
係
）

三

法
第
四
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
国
際
希
少
野
生
動
植
物
種
の
う
ち
、
キ
プ
ロ
ス
ム
フ
ロ
ン
等
の
学
名
の
表
記
を
変
更

等
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
二
関
係
）

四

法
第
四
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
と
し
て
、
オ
ド
リ
コ
テ
ン
ナ
ン
シ
ョ
ウ
等
を
追
加
す

る
こ
と
。

（
別
表
第
三
関
係
）

五

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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